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(57)【要約】
【課題】所望の輝度視角特性を得ることが可能な有機Ｅ
Ｌ表示装置を提供する。
【解決手段】有機ＥＬ表示装置は、第１の電極と、前記
第１の電極の上方に設けられた発光層を含む有機膜と、
前記有機膜の上方に設けられた、前記発光層からの光を
透過する第２の電極と、を備える発光ユニットと、前記
発光ユニットを覆う光学調整層と、を備え、前記光学調
整層は、前記発光ユニットと平面視で重なる第１の領域
と、前記第１の領域と隣り合う第２の領域とで、層数、
膜厚及び屈折率の少なくとも１つが互いに異なる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の電極と、前記第１の電極の上方に設けられた発光層を含む有機膜と、前記有機膜
の上方に設けられた、前記発光層からの光を透過する第２の電極と、を備える発光ユニッ
トと、
　前記発光ユニットを覆う光学調整層と、
　を備え、
　前記光学調整層は、前記発光ユニットと平面視で重なる第１の領域と、前記第１の領域
と隣り合う第２の領域とで、層数、膜厚及び屈折率の少なくとも１つが互いに異なる、
　有機ＥＬ表示装置。
【請求項２】
　前記光学調整層は、
　前記第１の領域と前記第２の領域の一方において、第１の膜と、前記第１の膜と重なる
第２の膜とを含み、
　前記第１の領域と前記第２の領域の他方において、前記第１の膜を含み、前記第２の膜
を含まない、
　請求項１に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項３】
　前記第１の電極が底に露出する開口が形成され、前記開口の内側に前記有機膜が設けら
れるバンクをさらに備え、
　前記光学調整層の前記第２の膜は、前記バンクの上面を覆い、平面視で前記開口の全体
を含む開口が形成される、
　請求項２に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項４】
　前記第１の膜と前記第２の膜のうち、下側の膜の屈折率が上側の膜よりも大きい、
　請求項２に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項５】
　前記光学調整層の屈折率は、前記第２の電極よりも大きい、
　請求項１に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項６】
　前記第２の電極は、前記バンクの上面を覆い、
　前記光学調整層の前記第２の膜は、導電性材料からなり、前記第２の電極に接触するよ
うに設けられる、
　請求項３に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項７】
　互いに異なる色の光を発する複数の前記発光ユニットを備え、
　複数の前記発光ユニットのそれぞれに対応する前記第２の領域は、層数、膜厚及び屈折
率の少なくとも１つが互いに異なる、
　請求項１に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項８】
　前記光学調整層を覆う封止膜をさらに備える、
　請求項１に記載の有機ＥＬ表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬ表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、反射層、第１電極、発光層、第２電極がこの順に積層され、さらに第
２電極上に光学調整層が設けられた有機ＥＬ素子が開示されている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－１５５００２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、有機ＥＬ表示装置では一般に基板上に発光層が平面的に設けられ、正面の輝
度が比較的強く、斜め方向の輝度が比較的弱くなる。このため、斜め方向の輝度をより強
めて輝度視角特性の向上を望まれる場合がある。また、用途に依っては、斜め方向の輝度
をより弱めることや、正面の輝度をより強める又は弱めることを望まれる場合もある。
【０００５】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであって、その目的は、所望の輝度視角特性
を得ることが可能な有機ＥＬ表示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するため、本発明の有機ＥＬ表示装置は、第１の電極と、前記第１の電
極の上方に設けられた発光層を含む有機膜と、前記有機膜の上方に設けられた、前記発光
層からの光を透過する第２の電極と、を備える発光ユニットと、前記発光ユニットを覆う
光学調整層と、を備え、前記光学調整層は、前記発光ユニットと平面視で重なる第１の領
域と、前記第１の領域と隣り合う第２の領域とで、層数、膜厚及び屈折率の少なくとも１
つが互いに異なる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の断面図である。
【図２】素子層の断面構造例を示す図である。
【図３】発光ユニットの積層構造例を示す図である。
【図４】素子層の平面構造例を示す図である。
【図５】光学調整層の第１実施例を示す図である。
【図６】光学調整層の第２実施例を示す図である。
【図７】光学調整層の第３実施例を示す図である。
【図８】光学調整層の第４実施例を示す図である。
【図９】光学調整層の第５実施例を示す図である。
【図１０】光学調整層の第６実施例を示す図である。
【図１１】光学調整層の第１変形例を示す図である。
【図１２】光学調整層の第２変形例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下に、本発明の各実施の形態について、図面を参照しつつ説明する。なお、開示はあ
くまで一例にすぎず、当業者において、発明の主旨を保っての適宜変更について容易に想
到し得るものについては、当然に本発明の範囲に含有されるものである。また、図面は説
明をより明確にするため、実施の形態に比べ、各部の幅、厚さ、形状等について模式的に
表される場合があるが、あくまで一例であって、本発明の解釈を限定するものではない。
また、本明細書と各図において、既出の図に関して前述したものと同様の要素には、同一
の符号を付して、詳細な説明を適宜省略することがある。
【０００９】
　図１は、本発明の実施形態に係る有機ＥＬ（エレクトロルミネッセンス）表示装置の断
面図である。有機ＥＬ表示装置は、第１基板１０を有する。第１基板１０には、画素を駆
動するための集積回路チップ１２が搭載されている。第１基板１０には、外部との電気的
接続のために、フレキシブル配線基板１４が接続されている。第１基板１０には、図示し
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ない薄膜トランジスタ、配線及び絶縁層を含む回路層１６が形成されている。回路層１６
には、素子層１８が積層されている。素子層１８の詳細については後述する。
【００１０】
　有機ＥＬ表示装置は、第２基板２０を有する。第２基板２０は、第１基板１０と間隔を
あけて対向するように配置されている。第１基板１０と第２基板２０の間には充填剤２２
が設けられ、充填剤２２はシール材２４に囲まれて封止されている。第２基板２０は設け
られなくてもよい。また、第２基板２０が設けられる場合に充填材２２または他の手段で
第２基板２０が固定されるなら、シール材２４は必ずしも設けられなくてよい。また、第
２基板２０が設けられない場合には、シール材２４は設けられなくてもよい。
【００１１】
　以下の説明では、第１基板１０に対する第２基板２０の方向（図１中の矢印Ｆの方向）
を上方とする。本実施形態では、第２基板２０の上面が表示面ＤＳとされ、表示面ＤＳの
上方が表示面ＤＳの正面となる。
【００１２】
　図２は、素子層１８の断面構造例を示す図である。以降の図では、断面構造を見易くす
るため、回路層１６、平坦化膜３０、バンク５０及び封止膜９０のハッチングを省略して
いる。
【００１３】
　回路層１６は平坦化膜３０によって覆われており、平坦化膜３０上には第１の電極４０
が配置されている。平坦化膜３０には、第１の電極４０を回路層１６の薄膜トランジスタ
に接続するためのスルーホール３０ａが形成されている。平坦化膜３０は、例えばアクリ
ル樹脂などの有機絶縁材料で形成され、平坦な上面を有している。第１の電極４０は、例
えばアノードであり、例えばアルミニウム、銀、銅、ニッケル、チタンなどの金属で形成
されている。
【００１４】
　平坦化膜３０と第１の電極４０は、バンク５０によって覆われている。バンク５０には
、第１の電極４０が底に露出する開口５０ａが形成されている。バンク５０は、画素分離
膜又はリブ又は隔壁等とも呼ばれ、例えばアクリル樹脂などの有機材料で形成されている
。バンク５０の開口５０ａの底に露出した第１の電極４０上には、有機膜６０が積層され
ている。
【００１５】
　バンク５０と有機膜６０は、第２の電極７０によって覆われている。第２の電極７０は
、例えばカソードであり、例えばマグネシウム銀（ＭｇＡｇ）、インジウム亜鉛酸化物（
ＩＺＯ）、インジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）等の透明導電材料で形成されている。
【００１６】
　第２の電極７０は、光学調整層８０によって覆われている。光学調整層８０の詳細につ
いては後述する。光学調整層８０は、封止膜９０によって覆われている。封止膜９０は、
例えば酸化シリコン又は窒化シリコン等の無機絶縁材料で形成され、充填剤２２及びシー
ル材２４（図１を参照）と接触する。
【００１７】
　第１の電極４０、有機膜６０及び第２の電極７０は、発光ユニット１００を構成してい
る。発光ユニット１００の範囲は、第１の電極４０、有機膜６０及び第２の電極７０が積
層された範囲であり、具体的には、平面視においてバンク５０の開口５０ａ（若しくは最
内縁）よりも内側の範囲である。
【００１８】
　図３は、発光ユニット１００の積層構造例を示す図である。発光ユニット１００は、下
から順に、第１の電極４０、透明電極４２、有機膜６０、第２の電極７０を備えている。
有機膜６０は、下から順に、正孔注入層（ＨＩＬ）６１、正孔輸送層（ＨＴＬ）６２、電
子阻止層（ＥＢＬ）６３、発光層（ＥＭＬ）６４、正孔阻止層（ＨＢＬ）６５、電子輸送
層（ＥＴＬ）６６、電子注入層（ＥＩＬ）６７を備えている。これは一例であり、必ずし
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もこの層構成に拘らなくてもよい。代替手段にて同様の所望の機能が得られるならば、い
ずれかの層が省略されたり他の層に置き換えられてもよく、また上下の複数層を別の１層
でまかなってもよい。
【００１９】
　有機膜６０の各層の材料には、公知の材料が適用される。有機膜６０の積層構造はこれ
に限られず、少なくとも発光層６４を含んでいればよい。発光層６４の発光色は白色に限
られず、例えば赤、緑、青などの色であってもよい。
【００２０】
　発光層６４で生成されて上方に向かう光は、第２の電極７０と光学調整層８０とを透過
して表示面ＤＳ（図１を参照）に向かう。一方、発光層６４で生成されて下方に向かう光
は、第１の電極４０の反射面４０１で上方に反射され、第２の電極７０と光学調整層８０
とを透過して表示面ＤＳに向かう。発光ユニット１００は、第１の電極４０の反射面４０
１と、光学調整層８０又は第２の電極７０との間で特定の波長の光を増幅する共振器構造
を有している。
【００２１】
　図４は、素子層１８の平面構造例を示す図である。発光ユニット１００は副画素ごとに
設けられている。本実施形態では、例えば赤、緑、青の３色の発光ユニット１００Ｒ，１
００Ｇ，１００Ｂが設けられている。発光ユニット１００Ｒ，１００Ｇ，１００Ｂは、例
えば行方向と列方向の少なくとも一方において所定の順番で代わる代わる現れるように配
列している。副画素の色は、第２基板２０（図１を参照）に設けられるカラーフィルター
により実現してもよい。また、各副画素は異なる表示色どうしで大きさや個数が異なって
もよく、正方配列以外にデルタ配列やペンタイル配列であってもよい。
【００２２】
　図２及び図４に示されるように、光学調整層８０は、発光ユニット１００と平面視で重
なる第１の領域Ａ１と、第１の領域Ａ１と隣り合う第２の領域Ａ２とで、層数が互いに異
なっている。ここで、第１の領域Ａ１は、平面視で発光ユニット１００の全体を含む領域
である。第２の領域Ａ２は、例えば第１の領域Ａ１を囲む周辺領域であるが、これに限ら
れず、周辺領域の少なくとも一部であってもよい。
【００２３】
　光学調整層８０は、重ね合わされた第１の膜８１と第２の膜８５とを含んでいる。光学
調整層８０は、第２の領域Ａ２において第１の膜８１と第２の膜８５とを含んでおり、第
１の領域Ａ１においては第１の膜８１を含み、第２の膜８５を含んでいない。光学調整層
８０は、第１の膜８１が上側、第２の膜８５が下側であってもよいし、その逆であっても
よい。
【００２４】
　第２の膜８５は、バンク５０の上面を覆っており、平面視でバンク５０の開口５０ａの
全体を含む開口８５ａを有している。これにより、第１の領域Ａ１が第１の膜８１のみを
含み、第２の領域Ａ２が第１の膜８１と第２の膜８５の両方を含んでいる。すなわち、平
面視で第２の膜８５の開口８５ａの内側が第１の領域Ａ１となり、それ以外が第２の領域
Ａ２となっている。
【００２５】
　第１の膜８１又は第２の膜８５は、導電材料で形成されてもよいし、無機材料で形成さ
れてもよいし、有機材料で形成されてもよい。第１の膜８１と第２の膜８５の材料の組み
合わせの詳細については後述する。
【００２６】
　導電材料で形成される場合、第１の膜８１又は第２の膜８５は、例えば第２の電極７０
と同じマグネシウム銀（ＭｇＡｇ）、インジウム亜鉛酸化物（ＩＺＯ）、インジウムスズ
酸化物（ＩＴＯ）等の透明導電材料、又はＡｌ又はＡｇ等の金属材料で形成される。その
厚さは、例えば数ｎｍ～数百ｎｍとされる。
【００２７】
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　無機材料で形成される場合、第１の膜８１又は第２の膜８５は、例えばフッ化物（Ｌｉ
Ｆ、ＭｇＦ２、ＣａＦ２、ＢａＦ２など）又はケイ素酸化物（ＳｉＯ２など）等で形成さ
れる。その厚さは、例えば数十ｎｍ～数百ｎｍとされる。
【００２８】
　有機材料で形成される場合、第１の膜８１又は第２の膜８５は、例えばＡｌｑ３（トリ
ス(8-キノリノラト)アルミニウム）若しくはＮＰＢ（４，４’－ビス［Ｎ－（１－ナフチ
ル）－Ｎ－フェニルアミノ］ビフェニル）などの一般的な有機材料、又は有機膜６０を構
成する層６１～６７の何れかと同じ有機材料で形成される。また、屈折率が調整された有
機材料であってもよい。その厚さは、例えば数十ｎｍ～数百ｎｍとされる。
【００２９】
　なお、光学調整層８０を覆う封止膜９０は、例えば酸化シリコン又は窒化シリコン等の
無機材料で形成され、その厚さは例えば数百ｎｍ～数μｍである。光学調整層８０は、封
止膜９０と比較して十分に薄い。
【００３０】
　以上に説明したような光学調整層８０を備える本実施形態の有機ＥＬ表示装置では、発
光ユニット１００から出射される正面方向の光ＦＬが透過する光学調整層８０の層数と、
斜め方向の光ＴＬが透過する光学調整層８０の層数とが互いに異なっている。具体的には
、正面方向の光ＦＬは第１の膜８１のみを透過し、斜め方向の光ＴＬは第１の膜８１と第
２の膜８５の両方を透過する。ここでは、発光ユニット１００がバンク５０の開口５０ａ
の内側に形成され、第２の膜８５がバンク５０の上面を覆っており、第２の膜８５が発光
ユニット１００よりも上方に位置しているため、比較的広い角度範囲の斜め方向の光ＴＬ
が第１の膜８１と第２の膜８５の２層を透過しやすい。
【００３１】
　これによると、第１の膜８１と第２の膜８５の膜厚及び屈折率などを調整することで、
斜め方向の光ＴＬの取り出し効率を向上させて、輝度視角特性を向上させることが可能で
ある。例えば、封止膜９０と第２の膜８５の界面で下方に反射された光が第２の膜８５と
第１の膜８１の界面で反射されて再び上方に向かうように調整すれば、斜め方向の光ＴＬ
の取り出し効率が向上する。また、このように界面で反射を繰り返す光が強め合う条件を
満たすように調整すれば、斜め方向の光ＴＬの取り出し効率が向上する。
【００３２】
　斜め方向の光ＴＬの取り出し効率を向上させる場合、第１の膜８１と第２の膜８５のう
ち下側の膜（図２の例では第１の膜８１）の屈折率が上側の膜（図２の例では第２の膜８
５）よりも大きいことが好ましい。また、第１の膜８１と第２の膜８５の屈折率は、第２
の電極７０よりも大きいことが好ましい。
【００３３】
　一方、第１の膜８１と第２の膜８５の膜厚及び屈折率などの調整の仕方によっては、斜
め方向の光ＴＬの取り出し効率を敢えて低下させることも可能である。これによれば、他
人による斜め方向からののぞき見を防ぐことが可能である。
【００３４】
　さらに、第１の膜８１の膜厚及び屈折率などの調整の仕方によっては、正面方向の光Ｆ
Ｌの取り出し効率を向上させることも、低下させることも可能である。したがって、斜め
方向の光ＴＬの取り出し効率の向上又は低下と、正面方向の光ＦＬの取り出し効率の向上
又は低下とを組み合わせることで、所望の輝度視角特性を得ることが可能である。
【００３５】
　以上に説明した実施形態では、第１の領域Ａ１と第２の領域Ａ２とで光学調整層８０の
層数が互いに異なっているが、これに限られず、光学調整層８０が全体として１層であっ
ても、第１の領域Ａ１と第２の領域Ａ２とで膜厚及び屈折率の少なくとも一方が互いに異
なっていれば、同様の効果を得ることが可能である。例えば、第２の領域Ａ２において光
学調整層８０の上面と下面の間で反射を繰り返す光が強め合う条件を満たすように調整す
れば、斜め方向の光ＴＬの取り出し効率が向上する。
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【００３６】
　ここで、光学調整層８０の機能・役割について補足する。
【００３７】
　まず、光学調整層が１層のみ（ＣＡＰ１のみ）の場合について検討する。光学調整層を
含まない通常の構成、例えばカソードメタル（第２の電極７０）、無機パッシベーション
（封止膜９０）、樹脂（充填剤２２）が下から順に積層された構成では、一般に無機パッ
シベーションの屈折率が最も大きく、樹脂の屈折率がその次に大きく、カソードメタルの
屈折率が最も小さくなる。カソードメタル／無機パッシベーション／樹脂の波長５５０ｎ
ｍにおける屈折率は、例えば０．１７／１．８／１．５程度となる。
【００３８】
　ここで、カソードメタルと無機パッシベーションとの間に、無機パッシベーションより
も高屈折率の光学調整層（例えば有機膜）を挿入する。光学調整層の波長５５０ｎｍにお
ける屈折率を例えば２．０とすると、カソードメタル／光学調整層／無機パッシベーショ
ン／樹脂の波長５５０ｎｍにおける屈折率は、例えば０．１７／２．０／１．８／１．５
程度となる。この構造では、上記通常の構成と比較して、カソードメタルとその上の層と
の屈折率差が大きくなる。このため、カソードメタルからアノード側に戻る光（透過光）
が低減して、その結果、光の取り出し効率が向上する。
【００３９】
　次に、光学調整層が２層（ＣＡＰ１＋ＣＡＰ２）の場合について検討する。上述の光学
調整層が１層のみ（第１の光学調整層のみ）の構成に加えて、第１の光学調整層と無機パ
ッシベーションとの間にこれらよりも低屈折率の第２の光学調整層（例えば無機膜）を挿
入する。第２の光学調整層の波長５５０ｎｍにおける屈折率を例えば１．３６とすると、
カソードメタル／第１の光学調整層／第２の光学調整層／無機パッシベーション／樹脂の
波長５５０ｎｍにおける屈折率は、例えば０．１７／２．０／１．３６／１．８／１．５
程度となる。この構造では、第１の光学調整層と第２の光学調整層との間、第２の光沢調
整層と無機パッシベーションとの間に比較的大きな屈折率差が生じる。
【００４０】
　このため、上述したカソードメタルからアノード側に戻る光が低減することに加えて、
多重光学干渉効果が強化されるので、光学調整層が１層のみの場合よりも光の取り出し効
率の向上を期待できる。したがって、光学調整層なしの場合、光学調整層が１層の場合、
光学調整層が２層の場合の順で段階的に光の取り出し効率を向上させることができる。
【００４１】
　上述した実施形態では、このような光学調整層の層数の違いによる光取り出し効率の差
を利用して、例えば正面と斜め方向との光強度のバランスを調整している。
【００４２】
　以下、第１の膜８１と第２の膜８５の材料の組み合わせの例について説明する。上記実
施形態と重複する構成については同番号を付すことで詳細な説明を省略する。
【００４３】
　図５は、光学調整層８０の第１実施例を示す図である。本例では、開口８５ａを有し、
導電材料で形成された第２の膜８５ｃが下側に配置されており、有機材料で形成された第
１の膜８１ｙが上側に配置されている。ここで、下側に配置された第２の膜８５ｃは、バ
ンク５０の上面を覆う第２の電極７０と接触するように設けられている。このため、第２
の電極７０の配線抵抗を低減することが可能である。
【００４４】
　図６は、光学調整層８０の第２実施例を示す図である。本例では、有機材料で形成され
た第１の膜８１ｙが下側に配置されており、開口８５ａを有し、導電材料で形成された第
２の膜８５ｃが上側に配置されている。ここで、上側に配置された第２の膜８５ｃは、有
機材料で形成された第１の膜８１ｙ上に設けられて、第２の電極７０と接触していないた
め、電気的にフローティングの状態となっている。
【００４５】
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　図７は、光学調整層８０の第３実施例を示す図である。本例では、無機材料で形成され
た第１の膜８１ｍが下側に配置されており、開口８５ａを有し、有機材料で形成された第
２の膜８５ｙが上側に配置されている。
【００４６】
　図８は、光学調整層８０の第４実施例を示す図である。本例では、有機材料で形成され
た第１の膜８１ｙが下側に配置されており、開口８５ａを有し、無機材料で形成された第
２の膜８５ｍが上側に配置されている。
【００４７】
　図９は、光学調整層８０の第５実施例を示す図である。本例では、開口８５ａを有し、
無機材料で形成された第２の膜８５ｍが下側に配置されており、有機材料で形成された第
１の膜８１ｙが上側に配置されている。
【００４８】
　図１０は、光学調整層８０の第６実施例を示す図である。本例では、開口８５ａを有し
、有機材料で形成された第２の膜８５ｙが下側に配置されており、無機材料で形成された
第１の膜８１ｍが上側に配置されている。
【００４９】
　図１１は、光学調整層の第１変形例を示す図である。本例では、上記実施形態とは逆に
、第１の領域Ａ１において第１の膜８１と第２の膜８６とを含んでおり、第２の領域Ａ２
においては第１の膜８１を含み、第２の膜８６を含んでいない。第２の膜８６は、バンク
５０の開口５０ａを埋めるように形成され、発光ユニット１００を覆っている。
【００５０】
　これによっても、発光ユニット１００から出射される正面方向の光が透過する光学調整
層８０の層数と、斜め方向の光が透過する光学調整層８０の層数とが互いに異なるため、
斜め方向の光の取り出し効率を向上させることも、低下させることも可能であるし、正面
方向の光の取り出し効率を向上させることも、低下させることも可能である。
【００５１】
　図１２は、光学調整層の第２変形例を示す図である。本例のように、第２の領域Ａ２の
うち、各色の発光ユニット１００Ｒ，１００Ｇ，１００Ｂのそれぞれに対応する領域の層
数、膜厚及び屈折率の少なくとも１つが互いに異なってもよい。
【００５２】
　具体的には、本例では、第２の領域Ａ２のうち、青色の発光ユニット１００Ｂに対応す
る領域ＡＢ２の膜厚がその他の領域と異なっている。領域ＡＢ２は、青色の発光ユニット
１００Ｂに対応する第１の領域Ａ１を囲む周辺領域であるが、これに限られず、周辺領域
の少なくとも一部であってもよい。また、領域ＡＢ２の層数及び屈折率の少なくとも１つ
がその他の領域と異なってもよい。
【００５３】
　これによると、第２の領域Ａ２のうち、各色の発光ユニット１００Ｒ，１００Ｇ，１０
０Ｂのそれぞれに対応する領域において、透過する光の波長に応じて膜厚及び屈折率など
を調整することが可能である。例えば、第２の領域Ａ２のうち、青色の発光ユニット１０
０Ｂに対応する領域ＡＢ２の膜厚及び屈折率などを青色の光の波長に好適となるように調
整し、その他の領域の膜厚及び屈折率などを赤色、緑色の光の波長に好適となるように調
整することができる。
【００５４】
　本発明の思想の範疇において、当業者であれば、各種の変更例及び修正例に想到し得る
ものであり、それら変更例及び修正例についても本発明の範囲に属するものと了解される
。例えば、前述の各実施形態に対して、当業者が適宜、構成要素の追加、削除若しくは設
計変更を行ったもの、又は、工程の追加、省略若しくは条件変更を行ったものも、本発明
の要旨を備えている限り、本発明の範囲に含まれる。
【符号の説明】
【００５５】
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　１０　第１基板、１２　集積回路チップ、１４　フレキシブル配線基板、１６　回路層
、１８　素子層、２０　第２基板、２２　充填剤、２４　シール材、３０　平坦化膜、４
０　第１の電極、４０１　反射面、５０　バンク、５０ａ　開口、６０　有機膜、６１　
正孔注入層、６２　正孔輸送層、６３　電子阻止層、６４　発光層、６５　正孔阻止層、
６６　電子輸送層、６７　電子注入層、７０　第２の電極、８０　光学調整層、８１　第
１の膜、８５　第２の膜、８５ａ　開口、９０　封止膜、１００　発光ユニット、Ａ１　
第１の領域、Ａ２　第２の領域。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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